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第 71 回広島 2 ⼈デモ
毎週⾦曜⽇に歩いています ⾶び⼊り歓迎です

黙っていたら “YES” と同じ

詳しくはチラシ内容をご覧ください
私たちが調べた内容をチラシにしています。使⽤している資料は全て公開資料です。ほとんど
がインターネット検索で⼊⼿できます。URL 表⽰のない参考資料はキーワードを⼊⼒すると出
てきます。私たちも素⼈です。ご参考にしていただき、ご⾃⾝で第⼀次資料に当たって考える
材料にしてくだされば幸いです。

広島2⼈デモはいてもたってもいられなくなった仕事仲間の2⼈が2012年6⽉23⽇からはじめた
デモです。私たちは原発・被曝問題の解決に関し、どの既成政党の⽀持もしません。期待もアテ
もしません。マスコミ報道は全く信頼していません。何度も騙されました。また騙されるなら騙
されるほうが悪い。私たちは市⺠ひとりひとりが⾃ら調べ学び、考えることが、時間がかかって
も⼤切で、唯⼀の道だと考えています。なぜなら権利も責任も、実⾏させる⼒も、変えていく⼒
も、私たち市⺠ひとりひとりにあるからです。

「放射線被曝に安全量はない」
世界中の科学者によって⼀致承認されています。

「放射線被曝に安全量はない」「
There is no safe dose of radiation

徐々に全国に拡がる
放射能汚染

調査・⽂責：哲野イサク チラシ作成：網野沙羅 連絡先：sarah@inaco.co.jp
被曝なき世界へ

「健康への影響も含めて完全にブロック」？？？
今も汚染⽔・気体の形で出る
福島第⼀原発からの放射能
空間線量率は何を測っているのか
空間線量率で空間の汚染は表現できない
－⼟壌汚染マップが基本ー

「健康への影響も含めて完全にブロック」？？？

…公害についての法律は、汚染するな、汚染すれば罰
する、という基本的な構造になっている。たとえば、
カドミウムについては、⽔質汚濁防⽌法で規制基準1
リットルあたり0.1ミリグラムと定められ、超えれば
直ちに罰則の適⽤がある。
 放射性物質の公衆被曝線量限度は年1ミリシーベル
トである。しかし、これを超えて放射性物質を漏出し
たり、公衆を被曝させたりすることについては、原⼦
⼒関連法上、定めがなく、罰則もない。
 この違いは、放射性物質を環境・公害関係法の適⽤
から、ほぼ全⾯的に排除してきたからだ。事業者など
が基準をマニュアルのように守りさえすれば、公衆は
被曝しない。環境は保護される。国⺠は余計な⼼配を
しないで黙ってみていなさい。そんな構造である。
 福島原発事故後、国は環境基本法を改正し、放射性
物質を公害物質として扱うことにした。しかし「基本
法」以外の法整備は、ほとんどなされていない。⼤気
汚染防⽌法と⽔質汚濁防⽌法の放射性物質適⽤除外規
定は削除されたが、規制基準も罰則もない。
 ⼟壌汚染関係の法律をはじめ、その他の公害関連法
は、放射性物質を適⽤除外にしたままである。
 事故後急きょ制定された「汚染対処特措法」は３・
１１の福島事故の汚染にだけ適⽤される。次の事故の
ことは、起きたとき考えればよい。そういうことなの
か。…

札幌市⻑・弁護⼠ 上⽥ ⽂雄⽒上⽥ ⽂雄⽒
「汚染するな、汚染すれば罰する」

【参照資料】朝⽇新聞2013年10⽉24⽇⼤阪本社版15pオピニオン欄より 

表１
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 2013年10⽉22⽇開かれた衆議院予算委員会で、⾸相安倍晋三
⽒は共産党の笠井亮委員の質問に答えて、「（福島第⼀原発から
の）汚染⽔の影響はブロックされている。健康への被害という意
味でも完全にブロックされている」と発⾔しました。「汚染⽔は
完全にコントロールされている」という発⾔から「状況はコント
ロールされている」といういい⽅にブレたり、こんどは、完全に
ブロックされているのは“汚染⽔の影響”であって、汚染⽔そのも
のではない、とまた変わったわけです。この⼈の発⾔をいちいち
取り上げていては、結局揚げ⾜取りに終始することになり、あま
り⽣産的ではありません。しかし今度の発⾔でやはり⾒逃せない
のは、「健康への被害という意味でもブロックされている」とし
ている点です。予算委員会での説明に⽿を傾けていると、根拠は
「汚染⽔の濃度が基準値内だから」という点につきるようです。
（実際には20⽇から21⽇にかけての台⾵による⼤⾬で東電は汚染⽔タン
ク堰内の⾬⽔を放射能に汚染されたまま海に流しました。この時ストロ
ンチウム90の環境放出基準値1㍑あたり10Bqの10倍以上の1㍑あたり
100Bq以上の汚染⽔を環境に放出していますので、安倍⽒のいう“基準
値内”だから、という根拠も崩れているのですが･･･）

 明らかに安倍⽒は“基準値”を恣意的に“安全値”とねじ曲げて解
釈し、それを論拠に「健康への被害もブロックされている」とい
う主張をしています。「福島県産の⾷品を買わないのは⾵評被
害」という主張も同じ論拠です。「基準値内だから、安全だ。安
全な⾷品を買わないのは⾵評被害だ」と発展するわけです。⼀部

⽇本産の⽔産物を輸⼊禁⽌にした韓国に⽇本が厳重抗議したのも
同じ理屈です。「“基準値”はそれ以下なら安全」を⽰す指標では
なく、逆に「それ以上は危険」を⽰す許容上限値なのです。基準
値以内でも環境や⾷品の安全を保証したことにはならないので
す。「基準値を安全値」とねじ曲げる論法を⾸相⾃ら国会の場で
堂々と展開されていては、国⺠の側としてはたまったものではあ
りません。
 やはり公害問題専⾨家であり現札幌市⻑の上⽥⽂雄⽒が主張す
るように「放射性物質」の環境放排出を「公害問題」と捉えた法
整備が必要です。上⽥⽒は「⽔質汚濁防⽌法でカドミウムの放出
規制基準値は1㍑あたり0.1mgと決められている。超えれば罰則
がある」と述べます。カドミウム1㍑あたり0.1mgの濃度を安全
値だと考える⼈はいないでしょう。ましてや、厚⽣労働省が主張
するように「放射能汚染⾷品は基準値内ならいくら⾷べても安全
だ」というバカげた主張をカドミウムに当てはめて考える⼈もい
ないでしょう。「1㍑0.1mg以内のカドミウム汚染⽔ならいくら
環境に放出しても安全です」という⾵に。放射性物質だけが特別
扱いされるのは、上⽥⽒が説明するように「放射性物質の放排
出」を公害問題として捉えず、⼀貫して特別扱いしてきたからで
す。（表1の上⽥⽒の主張をよくお読み下さい）基準値を超える放射
能は、すべからく「処罰し、刑事事件の対象とし、悪質な場合に
は責任者に対して刑事責任」を問えるような法整備が必要です。
同時に「放射性物質」だけをなぜ例外扱いし続けるのか、という
問題も考えて⾒なければなりません。



東電からはセシウムの放出量しか発表されていないが
⼤量放出が終わっただけで以下の核種は現在でも放出

表 9

* 東電福島第⼀原発の発⽣は 2011 年 3 ⽉ 11 ⽇
* 統計は各会計年度（当年 4 ⽉〜翌年 3 ⽉の 12 ヶ⽉間）
* 単位は百万 Bｑ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

北海道電⼒泊原発
東北電⼒⼥川原発
東北電⼒東通原発
東京電⼒福島第⼆原発
東京電⼒柏崎刈⽻原発
中部電⼒浜岡原発
北陸電⼒志賀原発
関⻄電⼒美浜原発
関⻄電⼒⾼浜原発
関⻄電⼒⼤飯原発
中国電⼒島根原発
四国電⼒伊⽅原発
九州電⼒⽞海原発
九州電⼒川内原発
⽇本原⼦⼒発電東海第⼆原発
⽇本原⼦⼒発電敦賀原発
⽇本原⼦⼒研究開発機構” もんじゅ”

N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
0.12 
N.D.
1.7 
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.

0.087 
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
0.3 
N.D.

0.084 
N.D.
N.D.
N.D.

0.099 
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.

N.D.
27,000 

N.D.
620,000 

16 
790 
N.D.
0.12 

0.014 
0.27 
N.D.

0.017 
3.2 
N.D.

6,100 
N.D.

0.098 

0.69 
1,000 
0.88 

19,000 
8.4 
40 
N.D.
1.2 
1.4 
2.2 
2.5 

0.95 
0.84 
0.16 
490 
0.68 

0.0021 

2008 年度原発名 2009 年度 2010 年度 2011 年度

は「福島原発事故の影響」と⾒られている。
【資料出典】『原⼦⼒施設運転管理年報 平成24年度版』
（原⼦⼒安全基盤機構）（p604〜p605）

※

１. 泊

２．⼥川
４．福島第⼆

３・東通
５．柏崎刈⽻

６．浜岡

７．志賀
16. 敦賀
８．美浜
10. ⼤飯
17. もんじゅ
９．⾼浜
11．島根

12．伊⽅

13. ⽞海

14．川内

15. 東海第⼆

東電福島第⼀原発 1-3 号機から放出した放射性核種と量
* 事故から 2011 年 5 ⽉ 23 ⽇までの試算値

核種 記号 半減期 1 号機 2 号機 3 号機 合計
キセノン 133
セシウム 134
セシウム 137
ストロンチウム 89
ストロンチウム 90
バリウム 140
テルル 127m
テルル 129m
テルル 131m
テルル 132
ルテニウム 103
ルテニウム 106
ジルコニウム 95
セリウム 141
セリウム 144
ネプツウム 239
プルトニウム 238
プルトニウム 239
プルトニウム 240
プルトニウム 241
イットリウム 91
プラセオジム 143
ネオジム 147
キュリウム 242
ヨウ素 131
ヨウ素 132
ヨウ素 133
ヨウ素 135
アンチモン 127
アンチモン 129
モリブデン 99

Xe-133
Cs-134
Cs-137
Sr-89
Sr-90
Ba-140
Te-127m
Te-129m
Te-131m
Te-132
Ru-103
Ru-106
Zr-95
Ce-141
Ce-144
Np-239
Pu-238
Pu-239
Pu-240
Pu-241
Y-91
Pr-143
Nd-147
Cm-242
I-131
I-132
I-133
I-135
Sb-127
Sb-129
Mo-99

5.2 ⽇
2.1 年

30.17 年
50.5 ⽇
29.1 年
12.7 ⽇

109.0 ⽇
33.6 ⽇
30 時間

78.2 時間
39.3 ⽇

368.2 ⽇
64.0 ⽇
32.5 ⽇

284.3 ⽇
2.4 ⽇

87.7 年
2 万 4065 年

6537 年
14.4 年
58.5 ⽇
13.6 ⽇
11.0 ⽇

162.8 ⽇
8.0 ⽇

2.3 時間
20.8 時間

6.6 時間
3.9 ⽇

4.3 時間
66 時間

340 京 Bq
710 兆 Bq
590 兆 Bq

82 兆 Bq
6.1 兆 Bq
130 兆 Bq
250 兆 Bq
720 兆 Bq

2200 兆 Bq
2.5 京 Bq
25 億 Bq

7.4 億 Bq
4600 億 Bq
4600 億 Bq
3100 億 Bq

3.7 兆 Bq
5.8 億 Bq

8600 万 Bq
8800 万 Bq

350 億 Bq
3100 億 Bq
3600 億 Bq
1500 億 Bq

110 億 Bq
1.2 京 Bq
13 兆 Bq

1.2 京 Bq
2000 兆 Bq
1700 兆 Bq

140 兆 Bq
26 億 Bq

350 京 Bq
1.6 京 Bq
1.4 京 Bq
680 兆 Bq

48 兆 Bq
1100 兆 Bq

770 兆 Bq
2400 兆 Bq
2300 兆 Bq

5.7 京 Bq
18 億 Bq

5.1 億 Bq
16 兆 Bq
17 兆 Bq
11 兆 Bq
71 兆 Bq

180 億 Bq
31 億 Bq
30 億 Bq

1.2 兆 Bq
2.7 兆 Bq
3.2 兆 Bq
1.3 兆 Bq
770 億 Bq

14 京 Bq
670 万 Bq
2.6 京 Bq
74 兆 Bq

4200 兆 Bq
560 億 Bq

12 億 Bq

440 京 Bq
820 兆 Bq
710 兆 Bq

1200 兆 Bq
85 兆 Bq

1900 兆 Bq
69 兆 Bq

210 兆 Bq
450 兆 Bq

6500 兆 Bq
32 億 Bq

8.9 億 Bq
2200 億 Bq
2200 億 Bq
1400 億 Bq

1.4 兆 Bq
2.5 億 Bq

4000 万 Bq
4000 万 Bq

160 億 Bq
4400 億 Bq
5200 億 Bq
2200 億 Bq

140 億 Bq
7000 兆 Bq

370 億 Bq
4200 兆 Bq

420 兆 Bq
450 兆 Bq
230 万 Bq

29 億 Bq

1100 京 Bq
1.8 京 Bq
1.5 京 Bq

2000 兆 Bq
140 兆 Bq

3200 兆 Bq
1100 兆 Bq
3300 兆 Bq
5000 兆 Bq

8.8 京 Bq
75 億 Bq
21 億 Bq
17 兆 Bq
18 兆 Bq

11.4 兆 Bq
76 兆 Bq

190 億 Bq
32 億 Bq
32 億 Bq

1.2 兆 Bq
3.4 兆 Bq
4.1 兆 Bq
1.6 兆 Bq

1000 億 Bq
16 京 Bq
13 兆 Bq

4.2 京 Bq
2300 兆 Bq
5400 兆 Bq

140 兆 Bq
67 億 Bq

＊1京＝1万兆
＊1兆＝1テラ（Tera)、1ペタ（Peta)＝1000テラ、1エクサ（Exa)＝1000ペタ
資料出典:旧原⼦⼒安全・保安院『東京電⼒福島第⼀原⼦⼒発電所の事故に係わる1号機、2号機及び3号機
の炉⼼の状態に関する評価について』（2011年6⽉6⽇）なおこの資料は東電の5⽉23⽇及び24⽇報告を
基に安全・保安院が評価したもの。東電は2011年10⽉20⽇に⼀部核種のデータの誤りを訂正したが、そ
の訂正は上記表にすでに反映されている。

今も汚染⽔・気体の形で出る福島第⼀原発からの放射能

島第 原発 発⽣は 年 ⽉ ⽇

⽇本各地の原発気体ヨウ素 131 放出量
2011 年 4 ⽉〜 2012 年 3 ⽉

表２

表３

 「汚染⽔問題」が急にクローズアップされ、福島第⼀原発か
ら出ている放射能は「汚染⽔だけ」のような印象すら受けま
す。しかし現実は「⽔」の形だけでなく、「気体」の形でも放
射能は今も出続けています。東電のWebサイトで「よくあるご
質問」を検索してみると「1〜3号機からの放射性物質の放出は
続いているのですか？」という質問を設定し、東電は次のよう
に答えています。
 「当社は1号機から3号機原⼦炉建屋からの現時点（2013年8
⽉29⽇公表時点）での放出量の最⼤値は1時間あたり0.1億Bqと
推定しました。これは事故時に⽐べて8000万分の1の値です」
 この東電の回答も実はごまかしを含んでいます。1時間あたり
0.1億Bq（1000万Bq）というのは実は放射性セシウム（134と
137の合算）で、他の放射線核種を含んでいません。また「事故
時」と表現して今現在は事故が終了しているかの印象を与えて
います。「福島原発事故」は今も続いているのですから。東電
が「事故時」といっているのは「初期⼤量放出期」のことで
す。表3はその初期⼤量放出期に放出された放射線核種と量の推
定値です。キセノン133などを考えれば、すべての核種を合算
して1時間に1000万Bqなどと⾔うことはあり得ません。同時に
ここに掲載されている放射性物質は、すべて“気体”の形で現在
も放出され続けています。それを裏付ける資料が表2です。全国
の原発は、通常運転時でも放射能を出し続けていますが、その
量は『管理値』と称する上限値が決められています。ここでも
「管理値内なら安全」といういい⽅がされています。しかし管
理値内であっても各原発は、定められた特定の放射線核種の放

出量を計測し規制当局に報告することが法令で定められていま
す。そうした情報は「原⼦⼒安全基盤機構」に集約され、「安
全基盤機構」は「原⼦⼒施設運転管理年報」の中で公表してい
ます。表2は「管理年報」の最新版からヨウ素131について作表
したものです。表を⼀瞥して気がつくのは、2009年度には各原
発からヨウ素131の放出はほとんど「N.D.（検出限界値以下）」
かあるいはそれに近いものでした。それが2010年度（2011年3
⽉11⽇は2010年度に⼊ります）には各原発でヨウ素131の検出値
が⼀挙に跳ね上がります。これは当該原発から放出したもので
はなく、福島第⼀原発から流れてきたものを計測したのです。
北海道の泊原発から⿅児島の川内原発までほぼ⽇本中を放射能
が覆ったことになります。
 ヨウ素131の物理的半減期は8⽇間です。16⽇経てば1/4に、
24⽇経てば1/8に減衰します。1年も経てばゼロにはなりません
が、限りなくゼロになっているはずです。ところが2011年度
（11年4⽉〜12年3⽉）、すなわち事故発⽣から1年経過しても依
然として⼤量のヨウ素131が検出されています。このことは福
島第⼀原発から放射能が出続け、それが北海道から⿅児島まで
現在も達していることを意味しています。
 こうした放射能は確実に⼤気を汚染し、あるいは⼟壌や河川
を汚染して、低線量内部被曝の原因因⼦となっています。こと
は福島だけの問題ではないのです。安倍⾸相は「状況はコント
ロールされている」と述べましたが、コントロールどころか、
私たちは現在も福島原発からの放射能の脅威にさらされている
のです。状況は汚染⽔以上に深刻です。



半減期：30.1 年
1g 当たりの
放射能量：3.215 兆 Bq

アルファ線核種  
ベータ線核種

空間線量率（ambient dose rate）
一定空間におけるγ線の線量。通常 1 時間当たりの線量で表
現する。したがって本来、たとえば「500μGy/h」と表記する。
しかし 1Gy＝1Sv とみなして「500μSv/h」と表記できる。こ
の場合は実効線量である。従って空間線量率で表記されてい
る場合はγ線の 1 時間あたりの実効線量を表している。原子
力規制委員会が決定・施行した「放射線災害対策指針」では
避難基準に空間線量率が使われているが、この場合は「地表
面から 1m離れた地点」の空間線量率が使われている。

空間線量率は何を測っているのか？

1ｍ

測定ポイント

地表面

ガンマ（γ）線

ベータ（β）線
ベータ（β）線の飛距離
は核種によって異なるが
概ね空中 1cm程度なので
計測不可

ガンマ（γ）線

半減期 年

セシウム 137 核崩壊のプロセス

表４

図１

セシウム 137（Cs137）

ガンマ崩壊

ガンマ崩壊…核崩壊時、ガンマ（γ）線が放出される
ベータ崩壊…核崩壊時、ベータ（β）線が放出される
アルファ崩壊…核崩壊時、アルファ（α）線が放出される

ベータ崩壊

バリウム 137m（Ba137m）

バリウム 137（Ba137） 安定した同位体

５％
ガンマ崩壊

セシウム 134 核崩壊のプロセス

セシウム 134（Cs134）
ベータ崩壊

バリウム 134 (Ba134) 安定した同位体

半減期：2.065 年

ストロンチウム 90 核崩壊のプロセス

ストロンチウム 90 （Sr90） 半減期：29年
1g当たりの
放射能量：5.11 兆 Bqベータ崩壊

イットリウム 90（y90）
ベータ崩壊

ジルコニウム 90（Zr90） 安定した同位体

図 2

図 3

図 4

環境汚染が内部被曝の元凶

クリーンフード

図 5

 よく新聞などで出てくる「0.05μSv/h」とか「毎時5マイクロ
シーベルト」とかという表⽰は、「空間線量率」と呼ばれる単位
概念です。表4は空間線量率の説明ですが、要するに空間線量率
とは「⼀定空間におけるγ線の量」を表しているに過ぎません。
前項で⾒たように福島第⼀原発から気体の形で出ている放射性物
質は、表3でも明らかなように⻑寿命で危険な核種はほとんどが
β崩壊してβ線を出します。中にはプルトニウム核種のように低
線量外部被曝ではほとんど問題にならないが体の中に⼊ってα崩
壊をすると致命的な健康損傷の原因となる危険な核種もありま
す。それは空間線量率の中にほとんどカウントされません。空間
線量率はあくまでγ線の量を表しているに過ぎないからです。
 しかしセシウム137のように⼀部分γ崩壊をする核種もありま
す。（図2を参照のこと）セシウム137が空中に浮遊していたり、
あるいは地表の⼟壌に付着していれば、⼀部γ線を出しますの
で、図1のように空中線量率の中にカウントされています。しか
しセシウム134やストロンチウム90のように100%β崩壊する核
種の崩壊エネルギーは空間線量率にカウントされていないので
す。（図3、図4参照のこと）
 セシウム137、セシウム134、ストロンチウム90やプルトニウ
ム核種のようにβ崩壊やα崩壊をして⼤量の崩壊エネルギーを放
出して細胞を破壊する放射線核種は、その濃度を空間線量率では
実は表現できないのです。しかもこうした核種は体の外にある場
合は、よほど⼤きなエネルギー（たとえば1Gy以上）でない限りは
ほぼ無害です。しかし体の中に⼊ってしまえば、たとえ1Gyの
100万分の1（1μGy）でも⼈間の細胞を破壊する⼗分な⼒を持っ
ています。低線量・極低線量レベルでは内部被曝が⾮常に危険で
ある理由です。
 ですから空間線量率は空間（私たちの暮らす環境）がどの程度汚れてい
るかの⽬安にはなりますが、それ以上ではありません。たとえば、事故
前福島第⼀原発の正⾯⼊⼝のモニタリングポストで空間線量率は
0.014〜0.016μSv/h程度でした。ところが原⼦⼒規制委員会のサイ
トで「放射線モニタリング」の項を検索し、「広島県」を⾒てみるとモ
ニタリングポストは5つあり、2013年10⽉25⽇02時40分現在で広島
市は0.049μSv/h、県内で⼀番⾼い三次市は0.098とほぼ0.1μSv/h
と⾮常に⾼い線量率を⽰しています。現在の広島県全域は、事故前の福
島第⼀原発正⾯⼊⼝の空間線量率に⽐べ3倍から6、7倍⾼い線量率とい
うことになります。これは前項で⾒たように福島第⼀原発からの放射能
が出続けているためです。特に⾬など降る時は、⾬中の放射性物質が地
表に降下し、いっぺんに空間線量率を上げてしまいます。
 空間線量率は空間の放射能汚染の⽬安にはなりますが、その数字の背
景には、体の中に⼊ると極めて危険なβ核種やα核種が存在しているこ
とを知っておかなくてはなりません。特にストロンチウム90などは、
⾻を構成する細胞と親和性が⾼いために⾻に溜まりやすいと⾔われてい
ますが、核崩壊してイットリウム90に壞変し、イットリウム90は神経
系や脳を構成する細胞と親和性が⾼いため、こうした部位に集まり、さ
らにβ崩壊して細胞を破壊します。（複数壞変核種）こうした核種に内部
被曝することは絶対避けなければなりません。こうした内部被曝は⾷品
摂取で起こります。それは単に摂取する⾷品が汚染しているからという
に⽌まりません。たとえ摂取する⾷品が完全にクリーンでも、環境が汚
れていれば同じことです。（図5参照のこと）。呼吸摂取はマスクなどで
ある程度防げますが、経⼝摂取はそうはいきません。マスクをつけたま
ま⾷品を摂取することなどできないことです。ウクライナ政府やベラ
ルーシ政府の報告を⾒ても、内部被曝は90%以上⾷品摂取（経⼝摂取）
で発⽣していると述べています。考えてみれば当たり前のことです。で
すから⼀番⼤事なことは、クリーンな⾷品を摂取することよりも、でき
るだけクリーンな環境で暮らす、ということになります。福島現地が
「復興」の段階ではなく、「避難」の段階にあると主張する理由でもあ
ります。 ＜次ページへ続く＞
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地 域 名
1000Bq /m2

外部被曝

1986 年 1987-
2011 年

内部被曝

1986 年 1987-
2011 年

1986-
2011 年

合計

37-185
37-185
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185-555
555-1450
＞1440
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0.45 
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26 
92 
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0.09 
0.12 
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0.17 
0.28 
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7.2 
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0.15 
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0.07 
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0.30 
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0.36 
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0.23 
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18 
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3.4 
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2.1 
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0.4 
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14 
39 
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0.15 
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0.89 
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16.0 
52 

184 
3.2 

0.23 
0.17 
0.24 
0.38 
0.33 
0.56 
4.3 
14 

0.42 
0.30 
0.36 
0.14 
0.33 
3.3 

0.59 
3.7 

0.72 
3.4 

0.45 
3.6 
15 
35 

0.40 

3.40 
3.0 
1.7 
2.8 
1.4 

0.37 
1.4 
1.9 
8.2 
22 

0.15 
3.5 
0.5 
1.5 
6.5 
8.2 
41 
3.5 

0.20 
0.17 
0.22 
0.34 
0.31 
0.45 
1.9 
5.9 

0.41 
0.35 
0.32 
0.14 
0.35 
3.6 

0.59 
3.3 

0.74 
3.2 

0.41 
2.3 
8.1 

35.0 
0.34 

0.31 
13 

0.33 
0.40 
0.27 
0.58 
5.9 
3.4 
12 
32 

0.16 
0.5 

0.42 
1.0 
2.7 
1.5 
57 

0.29 
0.17 
0.16 
0.15 
0.15 
0.22 
1.1 
14 
14 

0.32 
0.37 
0.17 
0.13 
0.26 
0.29 
0.27 
0.54 
0.35 
0.34 
0.50 
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0.14 

8.8 
20.3 
5.2 
7.1 
5.0 
1.5 

14.9 
25.8 
79 

208 
0.52 
9.0 
2.3 
8.2 

34.0 
88 

375 
8.7 

0.72 
0.58 
0.73 
1.1 
1.0 
2.4 
22 
42 
1.4 
1.2 
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0.49 
1.1 
8.7 
1.7 
9.5 
2.2 
8.6 
1.6 
9.8 
34 

100 
1.1 

Cs137

チェルノブイリ事故から 25 年間のウクライナ地域別累積被曝線量

内部被曝

セシウム 137(Cs137）フォールアウト密度によるウクライナ各地
住⺠の被曝実効線量（mSv）内部被曝と外部被曝量及び合計線量

【資料出典ウクライナ政府：『チェルノブイリ事故後２５年：未来へ向けての安全』（Twenty-five Years after 
Chornobyl Accident: Safety for the Future）（2011 年 4 ⽉）英語テキスト p108 〜 p109 から作表
※数字表⽰はすべてICRPの単位体系に基づく実効線量でmSv単位で、内部被曝も外部被曝も同じリス

クという考え⽅に基づいている。しかしECRR勧告の指摘するように内部と外部では100倍から1000
倍のリスク誤差があると考えるならば、内部被曝の数値を少なくとも100倍して読み取ることができ
る。またその⽅が現在の同国実態を正しく理解できる。

表5

原リリリリイブイイイルノルノルノチェルルルルチ ルチ ルノブイリ原発チェルノブイリ原発
ウクライナ・セシウム137汚染⼟壌マップ2011年予測
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図6空間線量率で空間の汚染
は表現できない
－⼟壌汚染マップが基本ー

 前項で⾒たように空間線量率では空間の放射
能汚染を⼗分に表現できません。もっとも頼り
になる指標は「⼟壌汚染マップ」です。放射性
物質は、⽔に溶けている場合や希ガス状になっ
て空気に溶け込んでいる場合以外は、ほとんど
がミクロン単位の粒⼦で存在します。地表にあ
る放射性物質は容易に空中に舞い上がりますの
で⼟壌汚染マップは空間の汚染度を⽰す指標に
なります。⽇本政府は頑として国家事業として
⼟壌汚染マップを作成しません。空間線量率⼀
本槍です。私は⽇本の国⼟が放射能汚染されている実
態を国⺠に知らせたくないのだろうと疑っています。
37万平⽅kmの⽇本の国⼟を1m2のメッシュに切って
汚染マップを作成するとなると国家事業として推進す
るほかはありません。図6はチェルノブイリ事故の放
射能で今も苦しんでいるウクライナ政府が作成した国
⼟の⼟壌汚染マップです。これはセシウム137の汚染
マップですが、他にウクライナ政府はストロンチウム
90やアメリシウム241、プルトニム核種について同様
の汚染マップを作成しています。表5は同じウクライ
ナ政府の報告書の中の地域別住⺠被曝線量⼀覧表で
す。⼟壌汚染は1m2あたり、(1)3万7000Bq以下、
(2)3万7000〜18万5000Bq、(3)18万5000Bq〜
55万5000Bq、(4)55万5000Bq〜144万Bq、
(5)144万Bq以上、の5段階に分けて表⽰されていま
す。⼀部例外があるものの、⼟壌汚染の⾼い地域に住
む住⺠ほど、①内外部トータル被曝線量が⼤きい、②
事故の起きた1986年よりもそれ以降の被曝線量の⽅
が⼤きい、という特徴を持っています。例えば「6.ジ
トームィル州」は5段階すべての地区を含んでいます
が、(1)ではトータルの内部被曝線量は約0.95mSv
（外部は0.6mSv）に過ぎません。しかし(5)の地区で
は外部被曝で事故の年の被曝線量が52mSvだったの
に対し事故後の被曝量は103mSvと2倍以上、内部被
曝でも事故年が22mSvだったのに対し、事故後は
32mSvと1.5倍に上っています。もちろん被曝線量は
⼟壌汚染度だけで決まるのではなく、摂取⾷品の放射
能汚染度にも⼤きく左右されます。しかし⼟壌汚染
マップと被曝線量の相関関係は⽐較的正確に対応して
おり、空間線量率1本槍の現在の⽇本の体制では、被
曝線量とその健康被害が科学的に予測できません。
もっともウクライナ政府の被曝線量⼀覧表にも問題は
あります。ウクライナ政府はICRPのリスクモデルを採
⽤しており、ICRPのリスクモデルでは外部被曝も内部
被曝も健康影響のリスクは同じとしているため、表で
は内部被曝が極端に過⼩評価されています。ICRPに批
判的な欧州放射線リスク委員会（ECRR）は、外部被
曝と内部被曝のリスク差は100倍から1000倍の違いが
あるとしていますので、このうち100倍の差があると
⾒れば、チェルノブリから最も遠いセヴァストポリス
特別市（全区域3万7000Bq以下の汚染）での内部被曝線
量の合計0.14mSvは実は「14mSv」と考えなくては
なりません。このデータも他のデータと合わせて読む
必要はありますが、「フクシマ放射能危機」の全国的
な健康影響を予測するには、精密な⼟壌汚染マップを
作成しなければならないことは明⽩です。



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


